
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 松屋フーズグループは、より付加価値の高い「食」の提供を実現するため、グローバルな挑戦とさらなる業容の拡大を目指してまいります。その 
ためには、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を図り、企業競争力強化に取り組んでおります。また、コンプライアン 
ス（法令遵守）については、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重 
し、常に社会に貢献できる事業活動を行います。  
 取締役会は、原則全取締役及び全監査役出席による定時取締役会を毎月２回開催するほか、臨時の取締役会を随時開催し、取締役規程に定 
めた事項等、経営に関する重要事項を決議しております。 
 当社は会社法の規程に基づき、監査役によって構成される監査役会を設置しております。監査役は、監査役会において策定した監査計画に従 
い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、取締役、従業員、会計監査人からの報告収受、店舗・工場等への往査など、実効性のある 
監査に取り組んでおります。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

 当社取締役会長瓦葺利夫、その近親者、近親者等が議決権の過半数を所有する会社分を含めた場合、当社発行株式数の過半数を所有してお 
りますので、支配株主にあたります。  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

 支配株主と当社との取引はなく、今後行う予定もないため、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。また、将 
来的に取引が発生する場合においては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、社内意思決定手続を明確化する等、会 
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

瓦葺 利夫 3,944,700 20.69

有限会社ティケイケイ 2,979,441 15.63

有限会社トゥイール 1,830,000 9.60

瓦葺 一利 828,500 4.35

瓦葺 香 744,372 3.90

株式会社商工組合中央金庫 518,400 2.72

松屋社員持株会 323,189 1.67

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（中央三井アセット信託銀行再信託分・株式会社三 
井住友銀行退職給付信託口）

311,000 1.63

日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社（信託口） 146,100 0.77

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 126,800 0.67

支配株主（親会社を除く）の有無 瓦葺 利夫

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



社ひいては少数株主を害することのないよう適切に対応してまいります。 
 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

 監査役会と会計監査人とは必要に応じてその都度意見交換を実施いたしており、四半期決算において監査結果の報告を受けております。 
 また、監査役会は内部監査部門から適宜、監査結果の報告を受けるほか、必要に応じて協議いたしております。  

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任していない

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
藤ノ木 清 公認会計士     ○     

山本 宏 税理士         ○

a 親会社出身である

b その他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

藤ノ木 清 ○

 公認会計士、中央化学株式会社専務取 
締役執行役員。 
 独立役員として指定しており、独立役員 
の属性として取引所が想定する項目に該 
当するところがなく、中立・公正な立場を 
保持しております。

 会計業務及び経営全般に精通しており、その 
経験、経歴、人柄等から当社の社外監査役に 
相応しいと判断いたしました。 
 また、業務執行に係る決定の局面等におい 
て、一般株主への利益への配慮がなされるよう 
な行動をとっており、同氏と一般株主との間に 
利益相反が生じる恐れはないと判断しておりま 



【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

＜業績連動型報酬制度＞ 
 取締役報酬については、連結経常利益の目標達成率を反映した業績連動性を採り入れております。  

該当項目に関する補足説明 

＜ストックオプション＞ 
 業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し「ストックオプション制度」を導 
入しておりましたが、平成16年6月24日に開催いたしました第29期定時株主総会での新株予約権の発行決議以降、新株予約権の付与は行っ 
ておらず、また、今後行う予定はございません。なお、現在権利行使期限が有効なものはなく、また、権利行使の実績はございません。  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

有価証券報告書等にて、下記の通り開示しております。 
＜平成23年3月期＞ 
取締役報酬額：243,831千円 
監査役報酬額：17,014千円 
合計260,845千円  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

 報酬決定につきましては、「役員報酬賞与規程」に基づき決定しており、全体の約５０％が業績連動部分となっており、会社の業績に対応して報 
酬が増減する仕組みになっております。 
 具体的には、連結での通期の経常利益の予算に対する達成率が業績連動部分にダイレクトに反映され、達成率に応じて報酬額が増減す 
る仕組みになっております。 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

 

 総合監査部所属の職員に監査業務に必要な事項を命令できるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、 
取締役、総合監査部長などの指揮命令を受けないものとなっております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

１． 業務執行について 
 業務執行につきましては、「職務権限・諸規程」を整備し、取締役会、各取締役、各部長等の決済基準を定め、責任と権限を明確にしています。 
 取締役会は原則月2回開催するほか、必要に応じて適宜開催し、経営に関する重要事項について決議しております。また、監査役3名（内社外 
監査役2名）も取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について監督を行っております。さらに、自立的なコーポレートガバナンスの強化と迅速 
でかつ効率的な職務執行のため「経営戦略会議」を定期的及び必要な都度開催しており、重要案件については集中的に審議しております。 
 
２． 子会社の監督について 
 「松屋フーズグループ倫理綱領」及び「松屋フーズグループ行動基準」をそれぞれ制定し、不祥事の発生を未然に防ぎ、健全な企業行動を促進 
しさまざまなステークホルダーから信頼される企業風土醸成を図っております。また、グループ全体の運営においては、当社の主要部門長及び 
監査役が子会社の取締役、監査役にそれぞれ就任することで、重要事項の決定に際して牽制機能が働く体制を構築しております。 
 
３． 監査体制について 
 取締役会には社外監査役2名を含む監査役3名が原則全員出席し、客観的・中立的立場から適宜意見を述べることにより、経営監視を十分に機 

す。

山本 宏  税理士
 税務業務に精通しており、その経験、経歴、 
人柄等から当社の社外監査役に相応しいと判 
断いたしました。

独立役員の人数 1 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

ストックオプションの付与対象者
社内取締役、社内監査役、執行役、従業員、子会社の取締役、子会社の執行役、子会社の従
業員

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



能させているため、現体制を採用しております。 
 また、内部監査につきまして、内部統制に関するプロセス監査を含め総合監査部の業務監査グループが中心となり監査を実施しております。監 
査役監査につきましては、監査役会で決定された監査計画に基づいて実施されております。 
 
４． 会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、継続して会社法監査及び金融商品取引法監査を受けておりま 
す。業務監査を執行した公認会計士は、井上 隆司氏、原井 武志氏で、補助者として公認会計士1名、その他4名で構成されており、経営者や監 
査役会と適宜情報・意見交換を行っております。 
 
５． 報酬決定について 
 報酬決定につきましては、「役員報酬賞与規程」に基づき、決定いたしております。  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は常勤監査役1名と社外監査役2名（うち1名を独立役員として指定）により、経営監視機能の充実とその中立性・公平性を確保しております。 
 
１． 各監査役はそれぞれ法令、財務、会計、経営全般に係る見地から、過去の職歴や経験、知識等を生かして独立した立場より当社の経営の 
効率性、健全性の維持向上に努めております。 
 
２． 常勤監査役は、業務執行の適法性監査に加え、取締役会の他、経営戦略会議、部長会その他重要な会議にも出席し、経営課題に対するプ 
ロセスとその結果について客観的な評価を伴った適格な発言を行っております。また、主要な社内稟議書その他業務執行に関する重要な文章を 
閲覧し、必要に応じてそれぞれ説明を求め、経営監視の実効性を高めております。 
 
３． 2名の社外監査役は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、取締役の職務執行状況について明確な説明を 
求めるなど、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率 
性、健全性の維持向上に努めております。 
 
 従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、監査役制度の充実・強化に努めており、外部的な 
視点からの経営監視機能を果たすことができるため、現状の体制を採用しております。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 開催日から中16日前の、6月7日に発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 平成23年6月24日（金）に開催いたしました。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページにてご覧いただけます。 
http://www.matsuyafoods.co.jp/ir

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期毎に説明会を実施しております。（決算説明会、第2四半期決算説明会） あり

IR資料のホームページ掲載 決算短信、有価証券報告書、適時開示資料等を掲載しております。 
http://www.matsuyafoods.co.jp/ir

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部 広報・IRグループ

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

 「松屋フーズグループ倫理網領」「松屋フーズグループ行動基準」制定、「コンプライアンスの 
手引き」発行

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
 3R活動（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 
例）生ゴミリサイクル、環境に優しいお箸導入、厨房機器のリユースなど

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

 ディスクロージャー・ポリシー、内部情報管理規程、株主閲覧・謄写、その他問い合わせ対応 
ガイドライン、「ホイッスルテレホン」制度の確立など



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

 松屋フーズグループは、お客様、株主、役職員、取引先、地域社会、関係当局など、さまざまなステークホルダー（利害関係者）と接しており、そ 
の信頼と支持を得て事業を営んでおります。これらステークホルダーによって構成される社会と調和していくことは、松屋フーズグループの存立と 
今後の発展にとって極めて重要であります。 
 
１．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 
(1) 企業としての基本的な倫理感を定めた「松屋フーズグループ倫理綱領」及び不祥事の発生を未然に防ぎ、健全な企業行動を促進しさまざま 
なステークホルダーから信頼される企業風土を醸成するために「松屋フーズグループ行動基準」を制定し、法令・社内規程の遵守及び社会規範 
の遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。なお、「松屋フーズグループ倫理綱領」及び「松屋フーズグループ行動基準」について取 
りまとめた「コンプライアンスの手引き」を全役職員及び全店舗で閲覧できる体制をつくり、コンプライアンスのための教育ツールとして活用してお 
ります。 
(2) コンプライアンスの取組みについては、リスク管理担当部門において、松屋フーズグループ全体を横断的に統括することとし、定期的にコンプ 
ライアンス・プログラムを策定し実施しております。 
(3) コンプライアンスに反する行為及びコンプライアンスに反する疑いのある行為などについて、従業員などが直接、相談・通報する手段としての 
ホットライン（ホイッスルテレフォン）を、リスク管理担当部門に設置・運営しております。なお、従業員・取引先などからの相談・通報の適正な処理 
に関する仕組みを定めた「通報者保護規程」を制定しております。 
(4) 今後、既に制定している「綱領」、「基準」及び「規程」の厳格な運用と監視を含めた管理体制などの整備を推進して参ります。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 
「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文章または電磁的媒体など（以下、文章等という）に記録し保存しております。取締役及 
び監査役は常時、これらの文章などを閲覧できるようにしております。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
(1) 松屋フーズグループにおいて発生しうる各種リスクについて、発生を防止する管理体制の整備及び発生した各種リスクへの適切な対応を定 
めた「リスク管理規程」を制定しており、松屋フーズの取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置（事務局を、リスク管理担当部門に置 
く）して、リスク管理に関する方針の策定及び体制の整備など松屋フーズグループの全社的対応を行っております。 
(2) 松屋フーズの各部及びグループ会社を単位とする部門の長が、それぞれ部門内のリスク管理責任者としてリスク管理を行っております。 
(3) 松屋フーズグループの信用販売などにより生ずる貸倒れなどを未然に防止する、もしくは最小限に抑え、経営の健全性が損なわれないよう 
にするため、新規の取引開始及び債権の管理などについて「与信管理規程」を制定しております。 
(4) 今後、既に制定している「規程」及び既に設置している「委員会」の厳格な運用と監視を含めたリスク管理体制などの整備を推進して参りま 
す。 
 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
(1) 自立的なコーポレート・ガバナンスの強化とスピード重視の効率的な職務執行のため、取締役会等の事前に重要事項を審議する場として、 
「経営戦略会議」を定期的及び必要な都度開催しております。この「経営戦略会議」には、原則として全取締役が出席し、月次実績のレビューや取 
締役会決議事項のうち事前審議が必要な事項、中期経営計画に関する事項、新規事業及び投資案件等について集中的に審議を行っておりま 
す。 
(2) 店舗・本部・工場・物流センター・グループ各社を結ぶブロードバンドによる全社ITネットワーク網を構築し、ITネットワークを駆使したイントラネ 
ットシステムMKC－PLaza(Matsuya Knowledge Collaboration Plaza)を立ち上げ、情報の共有化と各セクションの連携をより強力なものにしてお 
り、メール、掲示板、文書管理及びワークフロー機能（電子稟議システム）を活用することで、取締役の職務の執行を含めた事務の効率化を図っ 
ております。 
(3) 今後、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制整備を推進して参ります。 
 
５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 松屋フーズグループ全体の内部統制に関する担当部署を総合監査部とし、グループ各社における内部統制体制の構築及び実効性を高めるた 
めの諸施策を立案すると共に、必要に応じグループ各社への指導・支援などを実施しております。 
 
６．監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に 
関する事項 
 監査役は、総合監査部所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員 
はその命令に関して、取締役、業務監査部長などの指揮命令を受けないものとしております。 
 
７．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制 
 取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、松屋フーズに重大な影響を及ぼす事項などをすみやかに報告する体制を整 
備しております。 
 
８．その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
(1) 監査役会と取締役社長との定期的な意見交換会を設定しております。 
(2) 役職員の監査役監査に対する理解を深めると共に、監査役監査の環境整備を推進しております。 
 
９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 
 市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動にも障害となる反社会的勢力及び団体に対しては、断固として対決します。常に「金をださな 
い」「利用しない」「恐れない」の「三ない」を基本原則として毅然とした態度で臨みます。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

 対応統括部署を総務部、不当要求防止責任者を総務部長とし、法務室、お客様相談室を整備するとともにマニュアルを作成し、それらに基づき 
全社一丸となって対応してまいります。また、警察及び（財）暴力団追放運動推進センター主催の講習会等に参加し情報収集に努めてまいりま 
す。反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方について、全従業員対象に配付している「コンプライアンスの手引き」に記載し、教育ツールとして 
活用しておりますが、なお一層邁進していきたいと考えております。 
 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

―――  

買収防衛策の導入の有無 なし



選任・解任

監督・選任・解任

監査

総合監査部（業務監査
グループ） リスク管理委員会

リスク管理担当部門

代表取締役社長

取締役会（取締役）

各部門

（ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社含む）

出席

選任･解任

監査

＜コーポレート･ガバナンス体制の模式図＞

会計監査法人
（監査法人）

監査

監査役会

（監査役）
（社外監査役）
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